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第
九
章　

行
政
相
談
委
員

行
政
に
関
心
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
行
政
懇
談
会

　

昭
和
五
十
四
年
、
三
十
八
歳
の
と
き
に
行
政
管
理
庁
・
行
政
相
談
員
（
現
在
の
総
務
省
・
行
政
相
談
委
員
）

に
選
任
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
首
長
の
推
薦
、
行
政
管
理
庁
長
官
の
任
命
に
よ
る
非
常
勤
の
行
政
委
員
で
あ
り
、

各
町
か
ら
一
人
選
任
さ
れ
る
。

　

具
体
的
な
任
務
は
、
兵
庫
行
政
監
察
局
（
当
時
）
の
指
導
・
監
督
の
も
と
に
、
住
民
の
国
等
へ
の
苦
情
・
要

望
・
意
見
を
申
し
述
べ
、
国
民
の
権
利
救
済
及
び
行
政
運
営
の
改
善
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
形

を
変
え
な
が
ら
現
在
も
脈
々
と
続
い
て
い
る
。
昭
和
四
十
年
代
前
半
か
ら
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
市
民
オ
ン
ブ
ズ

マ
ン
が
起
こ
る
前
か
ら
あ
る
国
の
制
度
で
あ
る
。

　

私
は
、
行
政
相
談
委
員
を
七
年
間
務
め
た
が
、
委
員
活
動
の
一
番
の
思
い
出
は
、
加
東
郡
行
政
懇
談
会
の
開

催
で
あ
る
。
こ
の
懇
談
会
は
、
毎
年
一
回
、
加
東
郡
三
町
の
当
番
制
に
よ
り
持
ち
回
り
で
開
催
し
て
い
た
。
住

民
の
行
政
に
対
す
る
苦
情
・
要
望
・
意
見
を
、
予
め
設
定
し
た
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
各
種
団
体
か
ら
意
見
等
を
事
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前
に
集
約
し
て
、
町
長
は
じ
め
関
係
部
署
か
ら
助
言
と
回
答
を
引
き
出
し
、
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
役
立
て

る
べ
く
計
画
さ
れ
て
い
た
。

　

議
員
に
よ
る
議
会
活
動
と
は
異
な
り
、
住
民
と
行
政
が
自
由
に
討
論
し
、
有
意
義
な
懇
談
会
で
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
懇
談
会
が
成
功
し
て
い
た
の
は
、
赤
松
普
現
委
員
（
元
社
町
長
）、
石
田
寿
委
員
（
東
条
町
）

と
い
う
二
人
の
実
力
者
が
委
員
に
お
り
、
事
前
に
行
政
当
局
に
十
分
な
根
回
し
を
さ
れ
た
功
績
が
大
き
い
。

　

こ
の
懇
談
会
で
採
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
後
実
現
し
た
施
設
に
、
中
国
自
動
車
道
・
滝
野
社
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
の
公
衆
便
所
が
あ
る
。
こ
の
懇
談
会
か
ら
の
再
々
の
要
望
が
、
社
町
、
滝
野
町
の
両
町
長
の
理
解
を
経
て
、

二
町
に
よ
っ
て
共
同
設
置
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
中
国
道
滝
野
・
社
イ
ン
タ
ー
バ
ス
停
の
公
衆
便
所
は
、
道
路
公

団
の
所
有
で
は
な
い
。
現
在
は
、
加
東
市
が
管
理
し
て
い
る
。

　

公
衆
便
所
と
い
え
ば
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
当
時
、
神
姫
バ
ス
滝
停
留
所
か
ら
闘
竜
灘
に
通
じ
る
道
路

脇
に
、
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い
な
い
公
衆
便
所
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
近
隣
の
住
民
の
方
か
ら
撤
去
し
て
欲
し
い

と
い
う
要
望
が
持
ち
込
ま
れ
た
。
早
速
、
役
場
の
担
当
者
と
助
役
に
伝
え
た
。
し
か
し
、
検
討
は
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
つ
い
ぞ
実
現
し
な
い
。
私
は
、
依
頼
者
に
「
貴
方
の
要
望
は
間
違
い
な
く
伝
え
た
。
後
は
、
迷
惑

を
被
っ
て
い
る
当
事
者
と
し
て
貴
方
が
誠
心
誠
意
訴
え
な
さ
い
」
と
助
言
し
た
。
公
益
性
の
判
断
と
私
人
の
迷

惑
、
予
算
等
々
が
考
慮
さ
れ
、
こ
れ
が
実
現
し
た
の
は
数
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
懇
談
会
は
、
私
が
滝
野
町
監
査
委
員
就
任
に
よ
り
こ
の
職
を
辞
す
こ
と
に
な
っ
た
五
カ
月
前
の
昭
和
六
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十
一
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
「
第
八
回
加
東
郡
行
政
懇
談
会
」
を
以
て
終
了
し
、
以
後
同
じ
形
の
懇
談
会
は
今

日
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

　

最
後
の
懇
談
会
の
テ
ー
マ
は
「
住
環
境
に
お
け
る
諸
問
題
」
で
あ
っ
た
。
生
活
環
境
、
福
祉
問
題
、
老
人
問

題
、
環
境
衛
生
、
交
通
・
道
路
、
教
育
環
境
と
幅
広
い
分
野
か
ら
要
望
・
意
見
が
出
さ
れ
、
そ
の
回
答
が
関
係

者
か
ら
行
わ
れ
た
報
告
書
が
残
っ
て
い
る
。
当
時
の
委
員
は
、
社
町
─
田
中
、
滝
野
町
─
西
村
、
東
条
町
ー
森

の
三
名
で
あ
っ
た
。

　

一
例
を
あ
げ
る
と
、「
老
人
を
地
域
全
体
で
支
え
、
在
宅
ケ
ア
を
可
能
に
す
る
た
め
、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
を
設
置
さ
れ
た
い
（
東
条
町
社
協
、
社
町
住
民
会
議
提
案
）」
に
対
し
て
「
三
町
と
し
て
共
同
設
置
す

べ
き
か
。
中
学
校
区
毎
に
設
置
す
べ
き
か
早
い
機
会
に
実
現
を
目
指
し
て
三
町
間
で
検
討
を
進
め
ま
す
（
東
条

町
長
回
答
）」
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
。

　

平
成
十
二
年
、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
が
介
護
保
険
に
お
い
て
制
度
と
し
て
採
用
さ
れ
、
定
着
す
る
十
四
年
も
前

の
こ
と
で
あ
る
。
提
案
さ
れ
た
住
民
の
慧
眼
に
今
更
な
が
ら
驚
く
。

　

住
民
の
要
望
・
苦
情
・
意
見
は
、
常
に
、
早
く
か
ら
、
現
場
に
あ
る
。
現
場
を
知
ら
ず
し
て
政
策
立
案
す
る

中
央
省
庁
の
対
応
の
遅
れ
、
後ご

手て

後ご

手て

の
行
政
を
見
る
思
い
が
す
る
。

　

三
十
八
歳
か
ら
四
十
五
歳
ま
で
の
七
年
間
、ま
ち
の
実
力
者
で
あ
り
、年
長
者
で
あ
る
行
政
の
大
先
輩
の
方
々

か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
数
知
れ
ず
多
い
。
こ
の
行
政
相
談
委
員
の
経
験
が
、
監
査
委
員
就
任
後
大
い
に
役
立
っ
た
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こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

次
に
、
行
政
相
談
委
員
の
と
き
に
書
い
た
小
論
を
掲
載
し
た
い
。

私
憤
・
公
憤
（
行
政
相
談
通
信
五
十
五
号　

昭
和
六
十
年
八
月
）

　

こ
れ
は
最
近
本
当
に
あ
っ
た
話
で
あ
る
。
日
頃
か
ら
関
与
し
て
い
る
Ａ
さ
ん
か
ら
事
業
の
法
人
成
り
（
個
人

事
業
を
会
社
形
態
に
変
更
す
る
こ
と
）
の
依
頼
を
受
け
た
。
法
人
の
設
立
は
慣
れ
た
仕
事
で
あ
る
し
、
得
意
な

分
野
で
も
あ
る
の
で
、
す
ぐ
に
書
類
を
作
成
し
て
、
公
証
人
に
よ
る
定
款
の
認
証
を
受
け
、
登
記
申
請
を
知
人

の
司
法
書
士
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
定
款
の
定
め
る
会
社
の
目
的
中
、「
料
理
飲
食
店
業
」
な
る
記
載
は
会
社

の
目
的
と
し
て
具
体
性
を
欠
く
の
で
受
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う
。
他
に
補
正
は
一
切
な
い
。

　

そ
こ
で
私
は
自
分
の
蔵
書
の
中
か
ら
新
日
本
法
規
出
版
の
、
商
業
登
記
総
覧
か
ら
、「
飲
食
店
業
」
は
会
社

の
目
的
と
し
て
具
体
性
を
有
す
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
引
用
し
て
（
登
研
三
九
二
の
一
〇
九
）、
再
考

を
申
し
込
ん
だ
が
ま
る
で
埒
が
あ
か
な
い
。

　

現
在
、
法
務
局
は
会
社
の
目
的
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
発
行
の
「
法
務
研
究
」
報
告
書

第
六
十
九
集
第
三
号
、
法
務
総
合
研
究
所
刊
、
昭
和
五
十
五
年
、
法
務
研
究
員
、
法
務
事
務
官
、
東
京
法
務
局

町
田
弘
文
著
（
非
公
開
）
に
よ
り
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
本
に
よ
れ
ば
、「
料
理
飲
合
店
業
」
は
会
社
の
目
的

と
し
て
具
体
性
を
欠
く
の
で
、
た
と
え
ば
「
食
堂
、
喫
茶
の
経
営
」
等
と
変
更
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
。
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同
じ
登
記
関
係
の
研
究
誌
で
も
「
登
記
研
究
」
の
記
述
で
は
ダ
メ
だ
と
い
う
。
こ
れ
が
法
令
や
通
達
等
で
あ

れ
ば
自
分
の
不
勉
強
を
認
め
て
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
納
得
も
す
る
の
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
こ
の

「
法
務
研
究
」
は
五
十
七
年
一
月
発
行
で
あ
る
の
で
、
私
の
別
の
関
与
先
で
五
十
七
年
十
一
月
に
設
立
し
た
Ｆ

会
社
の
目
的
の
な
か
に
「
料
理
飲
食
店
業
」
な
る
記
載
が
既
に
認
め
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
と
聞
け
ば
、
そ
の
時

は
こ
の
本
を
よ
く
見
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

前
回
こ
の
登
記
を
受
付
け
た
の
も
、
今
回
こ
の
登
記
は
受
付
け
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
も
偶
然
に
も
同

一
の
登
記
官
で
あ
り
、
完
全
な
自
己
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
。
つ
き
つ
め
て
議
論
を
し
て
み
る
と
、
登
記
官
の
判

断
で
以
前
は
よ
く
て
も
今
回
は
ダ
メ
だ
と
か
、
他
の
法
務
局
で
は
よ
か
っ
た
の
に
こ
の
法
務
局
で
は
ダ
メ
だ
と

い
う
話
は
や
ま
ほ
ど
あ
る
と
い
う
。

　

三
審
制
を
と
る
裁
判
所
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
登
記
と
い
う
一
般
法
務
行
政
の
分
野
に
お
け
る
こ
の
混
乱
、
特

に
法
人
登
記
に
お
け
る
類
似
商
号
の
判
断
や
、
目
的
の
具
体
性
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
国
民
に
基

本
的
統
一
基
準
が
示
さ
れ
る
べ
き
必
要
性
を
痛
感
す
る
の
は
私
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。
情
報
公
開
の
見
地
か
ら

も
、
是
非
改
善
さ
れ
る
よ
う
熱
望
し
た
い
。

　

登
記
官
と
一
時
間
余
り
の
、
非
論
理
的
で
実
り
の
な
い
不
毛
の
議
論
を
終
え
て
法
務
局
の
玄
関
を
出
る
と
き
、

ふ
と
正
面
入
口
で
目
に
つ
い
た
「
法
務
行
政
相
談
所
」
な
る
白
い
看
板
が
い
か
に
も
白
々
し
い
空
虚
な
も
の
に

思
え
た
の
は
単
な
る
私
の
私
憤
か
、
そ
れ
と
も
公
憤
か
、
関
係
各
方
面
の
ご
賢
察
と
改
善
方
を
心
か
ら
願
う
も
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の
で
あ
る
。

　

こ
れ
も
最
近
あ
っ
た
本
当
の
話
で
あ
る
。
依
頼
人
と
の
ち
ょ
っ
と
し
た
連
絡
の
行
き
違
い
か
ら
申
請
の
意
図

に
反
す
る
登
記
が
行
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
困
っ
た
。
法
務
局
に
事
情
説
明
し
て
救
済
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

合
法
的
に
は
救
済
措
置
が
な
い
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
担
当
官
の
心
あ
た
た
ま
る
実
務
的
指
導
に
よ
り
、

結
果
的
に
救
済
さ
れ
た
の
に
は
心
か
ら
ほ
っ
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
恩
情
あ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
を
追
記
し

て
お
き
た
い
。

※
会
社
が
営
も
う
と
す
る
事
業
の
こ
と
を
「
目
的
」
と
い
う
が
、
適
法
性
、
営
利
性
、
明
確
性
が
要
求
さ
れ

る
。
最
近
、
か
な
り
自
由
に
記
載
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
法
務
局
の
担
当
者
に
よ
っ

て
「
こ
の
記
載
は
よ
い
」「
こ
の
記
載
は
だ
め
」
と
い
う
裁
量
行
政
が
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
務

で
は
、
事
前
に
法
務
局
に
相
談
し
て
か
ら
定
款
に
記
載
す
る
文
言
を
決
め
、
登
記
申
請
が
行
わ
れ
て
い
る
。

※
六
十
二
年
四
月
一
日
、
行
政
相
談
制
度
の
発
展
に
寄
与
し
た
と
し
て
、
国
務
大
臣
・
総
務
庁
長
官
山
下
徳

夫
氏
か
ら
感
謝
状
を
い
た
だ
い
た
。


